
平成２８年第１回 朝倉市農業委員会 会議録 

 
１．平成２８年１月８日、午後１時３０分に朝倉市朝倉支所大会議室において、第１回農業委員会を招

集した。 

 

２．出席委員は３４名 

   １番 小林  敏生            ２０番 羽野  勝己 

  ２番 松尾   彰           ２１番 伊藤   猛 

   ３番 田中   諭           ２２番 田子森 博美 

  ４番 山﨑   信           ２３番 櫻木 キクエ 

   ５番 後藤  干城           ２４番 原田  俊昭 

   ６番 櫻木  和雄           ２５番 石井  隆壽（欠席） 

   ７番 井上  良夫           ２６番 西川  幸男 

  ８番 窪山  茂隆           ２７番 穴見  義夫 

  ９番 田中 眞知子           ２８番 宮本  保孝 

 １０番 釡堀   豊           ２９番 井手  峯勝 

 １１番 德永  辰雄           ３０番 大隈  弘子 

 １２番 髙着  土良           ３１番 森    洋（欠席） 

 １３番 矢野  忠德           ３２番 和佐野 光晴（欠席） 

 １４番 古川 ますみ           ３３番 德田  清則 

 １５番 田中   学           ３４番 日吉  慶一 

 １６番 鶴川  昌洋           ３５番 小嶋  嘉則 

 １７番 大山  源次           ３６番 才田  正晴 

 １８番 樋口  博幸           ３７番 森部  賢一 

 １９番 橋本   計 

 

３．付議事項 

 

  ・報告第 １号  農地法第１８条の規定による合意解約通知について 

  ・報告第 ２号  農地改良届出について 

  ・報告第 ３号  農地法第４条の規定による届出について 

  ・報告第 ４号  農地移動適正化あっせん申し出の取り下げ願について 

  ・議案第 １号  農用地利用集積計画（利用権の設定）について 

  ・議案第 ２号  農用地利用集積計画（利用権の移転）について 

・議案第 ３号  農地移動適正化あっせん申し出（売渡）について 

・議案第 ４号  農地法第３条の規定による許可申請について 

・議案第 ５号  農地法第４条の規定による許可申請について 

  ・議案第 ６号  農地法第５条の規定による許可申請について 

・議案第 ７号  農用地利用集積計画（特例事業関係）について 

 

 

４．本会議の議長          朝倉市農業委員会会長     森 部 賢 一 

   

５．本会議の書記          朝倉市農業委員会事務局    篠 原 崇 浩 

 

６．本会議に出席した事務局職員            事務局長  岩 切 範 宏 

 

                           係  長  髙 岩 浩 司 

                           事務吏員  松 尾 康 年 

                           事務吏員  河 辺 義 弘 

                           事務吏員  篠 原 崇 浩 

 

（  開会  １３：３０  ） 



７．議  事 

 

議 長  ただ今より、平成２８年第１回朝倉市農業委員会定例総会を開会します。 

     本日は、２５番石井隆壽委員、３１番森洋委員、３２番和佐野光晴委員が欠席であります。

従いまして、ただ今の出席委員は３４名であります。よって委員定数の過半数に達しており

ますので、会議は成立します。 

     それでは、議案等の審議に入りますが、本日の議事録署名人に１３番矢野忠德委員、１４番 

古川ますみ委員を指名いたしますので、よろしくお願いします。 

  それでは、報告第１号「農地法第１８条の規定による合意解約通知について」を議題としま

す。事務局の説明を求めます。事務局。 

事務局  （髙岩）１頁をお願いします。議案朗読をもって説明。２頁まで計１０件ございます。以上、

報告いたします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。本件について、質問や意見はありませんか。 

全委員  質問、意見なし。 

議 長  次に、報告第２号「農地改良届出について」を議題とします。事務局の説明を求めます。な

お、担当委員の２５番石井委員は欠席のため、説明は事務局に一任します。事務局。 

事務局  （髙岩）３頁をお願いします。議案朗読をもって説明。理由は、周辺より土地が低く排水が

悪いため地上げするものです。以上、報告いたします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。本件について、質問や意見はありませんか。 

全委員  質問、意見なし。 

議 長  次に、報告第３号「農地法第４条の規定による届出について」を議題とします。事務局の説

明を求めます。事務局。 

事務局  （髙岩）４頁をお願いします。議案朗読をもって説明。１件でございます。以上、報告いた

します。 

議 長  事務局の説明は終わりました。本件については、私が担当委員となっていますので、議長を

才田副会長と交代いたします。 

議 長  （才田副会長）議長を交代いたしました。 

それでは、本件について、担当委員の説明を求めます。３７番森部委員。 

３７番  （森部委員）本件について説明します。耕作の利便性を高めるため、農業用倉庫を建築する

ものです。以上、報告いたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。本件について、質問や意見はありませんか。 

全委員  質問、異議なし。 

議 長  議長を森部会長と交代いたします。 

議 長  （森部会長）議長を交代いたしました。次に、報告第４号「農地移動適正化あっせん申し出

の取り下げ願について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。審議番号１番につ

いても続けて説明をお願いします。事務局。 

事務局  （松尾）５頁をお願いします。報告第４号「農地移動適正化あっせん申し出の取り下げ願に

ついて」審議番号１番及び２番について一括して議案朗読及び理由を説明。 

議 長  事務局の説明は終わりました。審議番号１番及び２番について、あっせん委員の補足説明を

求めます。２番松尾委員補足説明がありますか。 

２ 番  （松尾委員）別にありません。 

議 長  ２４番原田委員、補足説明がありますか。 

２４番  （原田委員）別にありません。 

議 長  ２０番羽野委員、補足説明がありますか。 

２０番  （羽野委員）別にありません。 

議 長  事務局及びあっせん委員の説明は終わりました。審議番号１番及び２番について、質問や意

見はありませんか。 

全委員  質問、異議なし。 

議 長  次に、議案第１号「農用地利用集積計画（利用権の設定）について」を議題とします。事務

局の説明を求めます。事務局。 

事務局  （松尾）６頁をお願いします。議案朗読をもって説明。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。本日は、農業振興課の担当者が出席しておりますので、説明

を求めます。 



担当課  （内田）詳細について説明。この計画については、申請者全員について確認しましたが、農

業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件は満たしていると判断いたしております。ご審

議方よろしくお願いいたします。 

議 長  事務局及び担当課の説明が終わりました。本件について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、本件について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、議案第１号は承認といたします。 

     次に、議案第２号「農用地利用集積計画（利用権の移転）について」を議題とします。事務

局の説明を求めます。事務局。 

事務局  （松尾）９頁をお願いします。議案朗読をもって説明。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明が終わりました。それでは、審議番号１番について、担当課の説明を求めます。 

担当課  （内田）審議番号１番について議案朗読により説明。農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項の要件は満たしていると判断いたしております。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当課の説明は終わりました。審議番号１番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号１番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号１番は承認といたします。 

     次に、議案第３号「農地移動適正化あっせん申し出（売渡）について」を議題といたします。

事務局の説明を求めます。審議番号１番についても続けて説明をお願いします。事務局。 

事務局  （松尾）１０頁をお願いします。議案第３号「農地移動適正化あっせん申出（売渡）につい

て」及び審議番号１番について議案朗読をもって説明。あっせん委員の選任が必要でありま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。審議番号１番について、あっせん委員の選任が必要です。担

当委員の３１番森委員が欠席ですが、２０番羽野委員、事前に森委員から話を聞いてありま

すか。 

２０番  （羽野委員）事前に３１番森委員より打診があり了解しています。 

議 長  それでは、審議番号１番のあっせん委員に２０番羽野委員、３１番森委員を選任します。よ

ろしくお願いします。 

     次に、審議番号２番について、事務局の説明を求めます。事務局。 

事務局  （松尾）審議番号２番について議案朗読をもって説明。あっせん委員の選任が必要でありま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。審議番号２番について、あっせん委員の選任が必要です。担

当委員は１９番橋本委員です。あっせん委員の推薦をお願いします。 

１９番  （橋本委員）１８番樋口委員にお願いしたいと思います。 

議 長  １８番樋口委員よろしいですか。 

１８番  （樋口委員）はい、了解いたしました。 

議 長  それでは、審議番号２番のあっせん委員に１８番樋口委員、１９番橋本委員を選任します。

よろしくお願いします。 

次に、審議番号３番について、事務局の説明を求めます。事務局。 

事務局  （松尾）審議番号３番について議案朗読をもって説明。あっせん委員の選任が必要でありま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。審議番号３番について、あっせん委員の選任が必要です。担

当委員は１１番徳永委員です。あっせん委員の推薦をお願いします。 

１１番  （德永委員）２６番西川委員にお願いしたいと思います。 

議 長  ２６番西川委員よろしいですか。 

２６番  （西川委員）はい、了解いたしました。 

議 長  それでは、審議番号３番のあっせん委員に１１番德永委員、２６番西川委員を選任します。

よろしくお願いします。 

次に、議案第４号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。な

お、この案件は、農業委員会許可処分であります。事務局の説明を求めます。事務局。 



事務局  （河辺）１１頁をお願いします。議案朗読をもって説明。１３頁まで９件ございます。ご審

議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。それでは、審議番号１番について、担当委員の説明を求めま

す。３３番德田委員。 

３３番  （德田委員）審議番号１番について説明します。理由は、父から子への贈与であります。何

ら問題はないと思います。農地法第３条第２項には該当いたしません。ご審議方よろしくお

願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。審議番号１番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号１番について、許可することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号１番は許可といたします。 

次に、審議番号２番について、担当委員の説明を求めます。なお、次の審議番号３番及び審

議番号４番と関連しておりますので、一括審議といたします。８番窪山委員。 

８ 番  （窪山委員）審議番号２番から審議番号４番について説明します。理由は、申請土地の水路

改修に伴う相手方からの要望と耕作の便を良くするためであります。農地法第３条第２項に

は該当しないと判断いたします。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。審議番号２番から審議番号４番について、質問や意見はあ

りませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号２番から審議番号４番について、許可することに賛成の

方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号２番から審議番号４番までを許可といたします。 

     次に、審議番号５番について、担当委員の説明を求めます。３１番森委員は欠席ですので、

２０番羽野委員お願いします。 

２０番  （羽野委員）審議番号５番について説明します。理由は、経営拡大と離農のためであります。

農地法第３条第２項には該当しないと判断いたします。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。審議番号５番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号５番について、許可することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号５番は許可といたします。 

     次に、審議番号６番について、担当委員の説明を求めます。１９番橋本委員。 

１９番  （橋本委員）審議番号６番について説明します。理由は、経営拡大と相手方の要望のためで

あります。農地法第３条第２項には該当しないと判断いたします。問題はないと思います。

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。審議番号６番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号６番について、許可することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号６番は許可といたします。 

     次に、審議番号７番について、担当委員の説明を求めます。６番櫻木委員。 

６ 番  （櫻木委員）審議番号７番について説明します。理由は、相手方の要望と労力不足のためで

あります。問題はないと思います。農地法第３条第２項には該当しないと判断いたします。

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。審議番号７番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号７番について、許可することに賛成の方の挙手を求めま

す。 



全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号７番は許可といたします。 

     次に、審議番号８番について、担当委員の説明を求めます。６番櫻木委員。 

６ 番  （櫻木委員）審議番号８番について説明します。理由は、相手方の要望と後継者がおらず労

力不足のためであります。農地法第３条第２項には該当いたしません。ご審議方よろしくお

願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。審議番号８番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号８番について、許可することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号８番は許可といたします。 

     次に、審議番号９番について、担当委員の説明を求めます。２３番櫻木委員。 

２３番  （櫻木委員）審議番号９番について説明します。理由は、経営拡大と後継者がおらず労力不

足のためであります。何ら問題はないと思います。農地法第３条第２項には該当いたしませ

ん。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。審議番号９番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号９番について、許可することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号９番は許可といたします。 

 

ここで、休憩いたします。 

 

 

〈休憩 １４：２５～１４：４０〉 

 

議 長  それでは、会議を再開いたします。次に、議案第５号及び第６号の審議に入ります前に、現

地のビデオを放映します。 

事務局  （篠原）議案第５号及び第６号について現地ビデオを上映しながら、現地の状況、概要等説

明。（ビデオ放映） 

議 長  それでは、議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題とし、事務局

の説明を求めます。事務局。 

事務局  （河辺）１４頁をお願いします。議案朗読をもって説明。２件ございます。ご審議方よろし

くお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。それでは、審議番号１番について、担当委員の説明を求めま

す。３３番德田委員。 

３３番  （德田委員）審議番号１番について説明します。理由は、アパート経営による家賃収入を得

るため、集合住宅を建築するものです。雨水排水は既存の東側の水路に流すそうです。何ら

問題はないと思います。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。審議番号１番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号１番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号１番は承認といたします。 

     次に、審議番号２番について、担当委員の説明を求めます。１８番樋口委員。 

１８番  （樋口委員）審議番号２番について説明します。理由は、周辺より土地が低く排水が悪いた

め地上げを行い、耕作の便を良くするものです。雨水対策も施してあります。何ら問題はな

いと思います。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明が終わりました。審議番号２番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 



議 長  異議がないようですので、審議番号２番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号２番は承認といたします。 

  次に、議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題とします。事務局

の説明を求めます。事務局。 

事務局  （河辺）１５頁をお願いします。議案朗読をもって説明。１６頁まで８件ございます。ご審

議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。それでは、審議番号１番について、担当委員の説明を求めま

す。５番後藤委員。 

５ 番  （後藤委員）審議番号１番について説明します。理由は、事業拡張に伴い資材置場が不足す

るため、新たに整備するものです。雨水対策も施されており何ら問題はないと思います。ご

審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。審議番号１番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号１番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号１番は承認といたします。 

次に、審議番号２番について、担当委員の説明を求めます。５番後藤委員。 

５ 番  （後藤委員）審議番号２番について説明します。理由は、現在、借家住まいのため自己用住

宅を建築するものです。雨水排水は既存の東側の水路に流すそうです。問題はないと思いま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明が終わりました。審議番号２番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号２番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号２番は承認といたします。 

次に、審議番号３番について、担当委員の説明を求めます。８番窪山委員。 

８ 番  （窪山委員）審議番号３番について説明します。理由は、既存の資材置場及び駐車場が不足

するため、新たに整備するものです。雨水排水先も確認しております。別に問題はないと思

います。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明が終わりました。審議番号３番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号３番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号３番は承認といたします。 

次に、審議番号４番について、担当委員の説明を求めます。８番窪山委員。 

８ 番  （窪山委員）審議番号４番について説明します。理由は、申請人は親子関係にあります。現

在、借家住まいのため自己用住宅を建築するものです。別に問題はないと思います。ご審議

方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明が終わりました。審議番号４番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号４番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号４番は承認といたします。 

次に、審議番号５番について、担当委員の説明を求めます。１９番橋本委員。 

１９番  （橋本委員）審議番号５番について説明します。理由は、両筑二期寺内幹線水路寺内分水工

外改築工事に伴う仮設ヤードとして利用するものです。別に問題はないと思います。ご審議

方よろしくお願いします。 



議 長  担当委員の説明が終わりました。審議番号５番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号５番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号５番は承認といたします。 

次に、審議番号６番について、担当委員の説明を求めます。１９番橋本委員。 

１９番  （橋本委員）審議番号６番について説明します。理由は、現在、借家住まいのため自己用住

宅を建築するものです。雨水対策も施されており、何ら問題はないと思います。ご審議方よ

ろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明が終わりました。審議番号６番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号６番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号６番は承認といたします。 

次に、審議番号７番について、担当委員の説明を求めます。１４番古川委員。 

１４番  （古川委員）審議番号７番について説明します。理由は、従業員の駐車場が不足しているた

め、敷地を拡張し整備するものです。雨水排水は道路側溝に流します。問題はないと思いま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明が終わりました。審議番号７番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号７番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号７番は承認といたします。 

次の審議番号８番については、追加議案であり担当委員の２５番石井委員は本日欠席のため

事務局より説明をします。事務局。 

事務局  （篠原）審議番号８番について説明します。理由は、整骨院を建築するにあたり、進入路及

び駐車場を整備するものです。雨水排水は道路側溝に流します。問題はないと思います。ご

審議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明が終わりました。審議番号８番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号８番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号８番は承認といたします。 

     次に、議案第７号「農用地利用集積計画（特例事業関係）について」を議題とします。事務

局の説明を求めます。審議番号１番についても続けてお願いします。事務局。 

事務局  （松尾）１７頁をお願いします。議案朗読をもって説明。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。それでは、審議番号１番について、あっせん委員の補足説明

を求めます。２８番宮本委員。 

２８番  （宮本委員）ありません。 

議 長  ３６番才田委員。 

３６番  （才田委員）ありません。 

議 長  審議番号１番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号１番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号１番は承認といたします。 

     次に、審議番号２番について、事務局の説明を求めます。事務局。 

事務局  （松尾）議案朗読をもって説明。ご審議方よろしくお願いします。 



議 長  事務局の説明は終わりました。審議番号２番について、あっせん委員の補足説明を求めます。 

     ３１番森委員は欠席です。２０番羽野委員。 

２０番  （羽野委員）ありません。 

議 長  審議番号２番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号２番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号２番は承認といたします。 

次に、審議番号３番について、事務局の説明を求めます。事務局。 

事務局  （松尾）議案朗読をもって説明。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。審議番号３番について、あっせん委員の補足説明を求めます。 

     ２５番石井委員は欠席です。１３番矢野委員。 

１３番  （矢野委員）ありません。 

議 長  審議番号３番について、質問や意見はありませんか。 

全委員  異議なし。 

議 長  異議がないようですので、審議番号３番について、承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号３番は承認といたします。 

 

 

 

以上をもちまして、本日の議案は、すべて終了いたしました。これで審議を終わります。 

 

 

     （会議終了時刻 １５：３５） 


